
介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年   
厚生省告示第十九号）  

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年   
厚生省告示第十九号）  

l控他坦脚下一山K⊥凋頼い剛附荘G邸虻′ 宗悩空地哩脚サー山ぺ伝雅   
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合一けトトPO   

※ 別に厚生労働大臣が定める一単位の単価の内容は以下のとおり。  
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別表  

指定居宅サービス介護給付責単位数表  

1 訪問介護費   

イ 身体介護が中心である場合   

」 

（2〕所要時間30分以上1時間未満の場合  

別表  

指定居宅サービス介護給付費単位数表  

1 訪問介護費   

イ 身体介護が中心である場合   

しユ⊥ 

（2）所要時間30分以上1時間未満の場合  

254単位  

402単位  

231単位  

402単位  

（3）所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所  
要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数  

口 生活援助が中心である場合  

（1）所要時間30分以上1時間未満の場合  229単位   

（3）所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所  
要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数  

口 生活援助が中心である場合  

208単位  （1）所要時間30分以上1時間未満の場合  
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（2）所要時間1時間以上の場合  291単位  

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位  

注1 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の  

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37  
号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第5条第1項に規  

定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等  
が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第4条に規定する指定  
訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間  
ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を  

行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。   

2 イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介  

助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の  
日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的  
な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   

3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親  

族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、  

当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家  

族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助（調  

理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日  
常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成9年法律第123号。  

以下「法」という。）第8条第2項に規定する居宅要介護者に対  
して行われるものをいう。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   

4 ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、  

指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への  
乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降  

車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先で  

の受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定  
単位数を算定する。   

5 身休介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要  
時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったとき  

は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援  

助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単  
位（249単位を限度とする。）を加算した単位数を算定する。   

（2）所要時間1時間以上の場合  291単位  

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位  

注1 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の  
事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37  

号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第5条第1項に規  
定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等  
が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第4条に規定する指定  

訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間  
ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を  

行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。   
2 イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介  
助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の  
日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的  
な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   
3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親  

族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、  
当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家  
族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助（調  

理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日  
常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成9年法律第123号。  

以下「法」という。）第8条第2項に規定する居宅要介護者に対  
して行われるものをいう。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   
4 ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、  

指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への  
乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降  
車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先で  
の受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定  

単位数を算定する。   
5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要  
時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったとき  
は、イの所定単位激にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援  
助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単  

位（249単位を限度とする。）を加算した単位数を算定する。  
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6 貼厚生労働大臣が定める基準lこ適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣  

6 別に厚生労働大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合は」空   

成21年3月31日までの聞、所定単位数の100分の70に相当する単位  
場合は、平成22年3月31日まで  が定める者が指定訪問介護を行う   数を算定する。  

の間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ 平成21年3月31日時点で、介護保険法施行令（平成10年政令第  
412号）第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち3級課程を  
修了した者（同令附則第4条の規定により同令第3条第1項第2  

号に規定する介護員養成研修の課程（3級課程に限る。）を修了  
した者とみなされたものを含む。）であって、それぞれ当該各号  

に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたも  

の（以下「3級課程修了者」という。）を訪問介護員として雇用  
しており、かつ、平成21年4月1日以降も引き続き当該3級課程  

修了者を訪問介護員として雇用する指定訪問介護事業所であっ  
て、当該3級課程修了者に対し、平成22年3月31日までに介護福  

祉士の資格を取得し、又は同令第3条第1項各号に掲げる研修の  
課程のうち介護職員基礎研修課程、1級課程若しくは2級課程を  
受講するよう通知していること  

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおり。   

○ 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第3条第1項各号  
に掲げる研修の課程のうち3級課程を修了した者（同令附則第4  
条の規定により同令第3条第1項第2号に規定する訪問介護員養  

成研修の課程（3級課程に限る。）を修了した者とみなされたも  
のを含む。）であって、それぞれ当該各号に定める着から当該研  

修を修了した旨の証明書の交付を受けたもののうち、平成21年3  

月31日時点において、指定訪問介護事業所に訪問介護員として雇  

用されており、かつ、平成21年4月1日以降も引き続き当該事業  
所に訪問介護員として雇用されている者  

フ ィ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす   
場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対し  

7 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす   
場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対し  

3  
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て指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当   

する単位数を算定する。  

8 夜間（午後6暗から午後10暗までの時間をいう。以下同じ。）   
又は早朝（午前6暗から午前8暗までの時間をいう。以下同じ。）   

に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   

25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時から   

午前6暗までの時間をいう。以下同じ。）に指定訪問介護を行っ   
た場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を   

所定単位数に加算する。  

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定   

訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回に   

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲   

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる   
その他の加算は算定しない。  

（1）特定事業所加算（Ⅰ）所定単位数の100分の20に相当する単位  
数  

（2）特定事業所加算（Ⅱ）所定単位数の100分の10に相当する単位  

数  

（3）特定事業所加算（Ⅲ）所定単位数の100分の10に相当する単位  
数  

て指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当   
する単位数を算定する。  

8 夜間（午後6時から午後10暗までの時間をいう。以下同じ。）   
又は早朝（午前6暗から午前8暗までの時間をいう。以下同じ。〉   

に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   

25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時から   

午前6時までの時間をいう。以下同じ。）に指定訪問介護を行っ   
た場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を   

所定単位数に加算する。  

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定   

訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回に   

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲   

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる   
その他の加算は算定しない。  

（1）特定事業所加算（Ⅰ）所定単位数の100分の20に相当する単位  

数  

（2）特定事業所加算（Ⅱ）所定単位数の100分の10に相当する単位  

数  

（3）特定事業所加算（Ⅲ）所定単位数の100分の10に相当する単位  

数  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

イ 特定事業所加算（Ⅰ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。   

（1） 当該指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等（登録型  

の訪問介護員等（あらかじめ指定訪問介護事業所に登録し、当  
該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利  

用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をい  

う。）を含む。以下同じ。）に対し、訪問介護員等ごとに研修  

計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含  

む。）を実施又は実施を予定していること。   

（2）次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。   

（－）利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留  

意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員  
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等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。  

（二）指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、   

当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関す   

る情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な   

方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了   
後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。  

（3）当該指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等に対し、   

健康診断等を定期的に実施すること。  （4）櫛引こ関する基   
準（平成＝年厚生省令第37号。1岬ビス基準」   

という湖鋸断割こおける対応方法   

が利用者に明示されていること。  

（5）当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護   

福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、介護保   

険法施行令（平成10年政令第412号）第3条第1項各号lこ掲げ   

る研修の課程のうち介護職員基礎研修課程を修了した者（以下  
「介護職員基礎研修課程修了者」という」及び1級課程を修   

了した者（以下「1級漂程修了者」という」の占める割合が  
100分の50以上であること。  

（6）当該指定訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が   

3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経  

験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了  
者であること。ただし、輝第2項lこ  
よリ1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされて  
いる事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上  

配置していること。  

（7）前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の   
総数のうち、要介護状態区分が要介護4及び要介護5である者   
並びに日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動  
が認められることから介護を必要とする認知症（介護保険法（平  

成9年法律第123号）第8条第16項に規定する認知症をいう。）  
である者の占める割合が100分の20以上であること。  

ロ 特定事業所加算（Ⅱ）  

イの（1）から（4）までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、  

（5）又は（6）のいずれかに適合すること。  
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ハ 特定事業所加算（Ⅲ）  

イの（1）から」遡＿まで及び（7）に掲げる基準のいずれにも適合   

すること。  

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所   
（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介   
護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位   

数を所定単位数に加算する。  

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所   
（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介   
護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位   
数を所定単位数に加算する。  

11別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働  

大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所（その一部  
として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事  
務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介護  
員等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100  
分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 厚生労働大臣が定める－単位の単価（平成12年厚生省告示第22  
号）第2号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地  

域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第24号）  

に規定する地域を除いた地域   

① 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

② 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

③ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
④ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域   

⑤ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条  
第1項に規定する過疎地域  
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※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。  

○ 注11の厚生労働大臣が定める施設基準  

1月当たり延訪問回数が200回以下の指定訪問介護事業所である  

こと  

12 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定  

める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域  
（指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実  

施地域をいう。）を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回  
につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加  

算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に  
規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  
指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条  
第1項に規定する小笠原諸島   

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域   

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   
1項に規定する過疎地域   

⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規  
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定する離島  

13 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定  
訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サービス基準第  
5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。）が指定居  

宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に  
関する基準（平成‖年厚生省令第38号）第2条第1項lこ規定する  

指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）の介護支援専門員  
と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定  

訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画  

（法第8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）  

において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊  
急に行った場合は、1匝＝こつき100単位を加算する。  

14 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問介   
護費は、算定しない。   

初回加算  200単位  

u 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問介   

護費は、算定しない。  

注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した  

利用者に対して、サーービス提供責任者が初回若しくは初回の指定  

訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は  
当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは  

初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行っ  
た際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単  
位数を加算する。  

2 訪問入浴介護費   

イ 訪問入浴介護責  1，250単位   

注1 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス  
基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以  
下同じ。）の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）  

1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護（指定居宅サービス  

基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）を  
行った場合に算定する。  

2 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障  

2 訪問入浴介護責  1，250単位  

注1 弄り用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス  

基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以  
下同じ。）の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）   

1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護（指定居宅サービス  

基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）を  
行った場合に算定する。   

2 看り用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障  
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を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意   
見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、   

指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当   

する単位数を算定する。  

3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であ   

って、当該利用者の希望により清拭又は部分浴（洗髪、陰部、足   

部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の100分の70   

に相当する単位数を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事   
業所の訪問入浴介護従業者（指定居宅サービス基準第45条第1項   
に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。）が指定訪問   

入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1   
回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に   

加算する。  

5 矧‖こ厚生労働大臣が定める地域lこ掛在し、力、つ、矧‖こ厚生労働   

大臣が定める施設基準に適合する指定訪問入浴介護事業所の訪問   
入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき   

所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算す   
る。  

を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意   
見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、   
指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当   

する単位数を算定する。  
3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であ   

って、当該利用者の希望により清拭又は部分浴（洗髪、陰部、足   
部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の100分の70   

に相当する単位数を算定する。  
4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事   

業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、   
特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分   

の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成12年厚生省告示第22   
号）第2号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する地   

域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第24号）  

に規定する地域を除いた地域   

① 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  

に規定する豪雪地帯   

② 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  

に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

③ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地  

域   

④ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  
促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域  

9   
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⑤ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条   
第1項に規定する過疎地域  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

○ 注5の厚生労働大臣が定める施設基準  
1月当たり延訪問回数が20回以下の指定訪問入浴介護事業所で  

あること  

6 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、矧‖こ厚生労   

軌大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業   
の実施地域（指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常   
の事業の実施地域をいう」を越えて、指定訪問入浴介護を行っ   
た場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を   

所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   
○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条  
に規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等   
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  

指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条   
第1項に規定する小笠原諸島  

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   

⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の   
促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域  
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⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条   
第1項に規定する過疎地域  

⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に   

規定する離島  

巨 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問入   
浴介護責は、算定しない。  

ヱ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密  
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問入  

浴介護責は、算定しない。  
ロ サービス提供体制強化加算  24単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、卿、  

指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること  
① 当該指定訪問入浴介護事業所のすべての訪問入浴介護従業者  

に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計  

画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施  

を予定していること。  

② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意  
事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴  

③ 当該指定訪問入浴介護事業所のすべての訪問入浴介護従業者  介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催するこ    と。  
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。  

④ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護  
福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士及び介護  

職員基礎研修課程修了者の占める割合が100分の50以上である  
こと。  

3 訪問看護責   

イ 指定訪問看護ステーションの場合  

3 訪問看護責   

イ 指定訪問看護ステーションの場合  
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（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合  

口 病院又は診療所の場合  
（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合   

285単位   

425単位   

830単位  

1，198単位  

230単位   

343単位   

550単位   

845単位  

（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合  
口 病院又は診療所の場合  

（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合   

285単位   

425単位   

830単位  

1，198単位  

230単位   

343単位   

550単位   

845単位  

注1通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣  
が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師の指  
示（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス基準第60条第   

1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同  
じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び  

訪問看護計画書（指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する  
訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定訪問看護事  

業所（同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）  

の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しく  
は言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定訪問看護（指  

定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下  
同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計  

画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準  

的な時間で所定単位数を算定する（指定訪問看護の所要時間が20  
分未満であって、かつ、夜間若しくは早朝又は深夜に行われる場   

合は、イ（り又はロ（1）の単位数を算定する。）。ただし、准看護師   

が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す  

る単位数を算定し、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作   

業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を行った場合は、次に掲  

げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。  
イ 所要時間30分未満の場合  425単位  

口 所要時間30分以上1時間未満の場合  830単位   

2 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定   
単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜  
に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の  
50に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

注1 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣  
が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師の指  
示（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス基準第60条第   
1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同  
じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び  
訪問看護計画書（指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する  

訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定訪問看護事  

業所（同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）  

の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しく  
は言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定訪問看護（指  

定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下  

同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計  

画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準  
的な時間で所定単位数を算定する（指定訪問看護の所要時間が20  

分未満であって、かつ、夜間若しくは早朝又は深夜に行われる場  

合は、イ（1）又は口（りの単位数を算定する。）。ただし、准看護師  

が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す  

る単位数を算定し、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作   

業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を行った場合は、次に掲  

げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。  
イ 所要時間30分未満の場合  425単位  

口 所要時間30分以上1時間未満の場合  830単位   

2 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定   
単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜  
に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   

50に相当する単位数を所定単位数に加算する。   

12  
－12－   

拙∴招きミミ荘子遥≡㌢  紐 ▼詞已㌻こぷご屁J  



3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に  

複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったと  
きは、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所  

定単位数に加算する。  

イ 所要時間30分未満の場合  254単位  

口 所要時間30分以上の場合  402単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  ○ 同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて利  
用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれ  
かに該当する場合  

① 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が  

困難と認められる場合  

② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場  

③ その他利用者の状況等から判断して、①又は②に準ずると認  
められる場合  

4 イ（4）及び口（4）について、指定訪問看護に関し特別な管理を必  

要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限  
る。以下同じ。）に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満  
の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行った場合  

であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間3  

0分以上となるときは、1回につき300単位を所定単位数に加算す  

※ 別に厚生労働大臣が定める状態の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する状態  

① 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第  

一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）  

に掲げる在宅自己腹膜濯流指導管理、在宅血液透析指導管理、  
在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成  

分栄養経菅栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続  

陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫痴愚者指導管理、在宅自己  

痺痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管  
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切開患者指導管理を受けている状態  

② 気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使   
用している状態  

③ 人工肛門又は人工膜胱を設置している状態  

④ 真皮を越える裾瘡の状態  

旦 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所  
（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   
の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加   
算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を   
所定単位数に加算する。  

旦 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所  

（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加   
算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を   
所定単位数に加算する。  

6 矧＝こ厚生労働大臣が定める地域lこ酎在し、かつ、矧‖こ厚生労働   

大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所（その一部   
として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事   

務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の看護師等   
が指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の  
10に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 厚生労働大臣が定める－単位の単価（平成12年厚生省告示第2  
2号）第2号のその他の地域であって、次のいずれかに該当する  

地域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第24  
号）に規定する地域を除いた地域   

① 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

② 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置  
等に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する  
辺地   

③ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地   
④ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の   

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  

る特定農山村地域   

⑤ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   
1項に規定する過疎地域  
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